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１．はじめに 

国土交通省では、積算の合理化等を目的として、

2012年(平成24年)10月より新しい積算方式である

「施工パッケージ型積算方式」の試行を開始した。

その後、適用する工種を319施工パッケージまで拡張

し、平成27年度は、2016年(平成28年)10月に更に拡

張予定の87施工パッケージに関する積算基準等の整

備、前々年度から行っている試行状況のアンケート

調査の実施、運用における課題解決の検討を行った。 

２．適用工種の拡大に伴う積算基準等の整備 

 2016年10月から適用する87施工パッケージ（23工

種103歩掛を検討したもの。）を歩掛方式から施工パ

ッケージ型積算方式に移行するため、積算基準、標

準単価、数量算出要領、工事工種体系ツリーを新た

に作成した。また、既に適用済みの施工パッケージ

のうち、施工合理化調査等によって施工実態に変動

があった6パッケージについて見直しを行った。 

３．アンケート調査の実施 

施工パッケージ型積算方式の効果の確認及び課題

の抽出のため、前々年度からアンケート調査を毎年

行っている。対象は、各地方整備局、北海道開発局、

沖縄総合事務局の各事務所における発注者及び受注

者である。発注者に対する「積算がやりやすくなっ

たかどうか」の問いには、39%がやりやすくなったと

回答している。また、受注者に対する「価格の透明

性が高まったかどうか」の問いには、55%が高まった

と回答している。これらから、積算効率化や透明性

向上等の目的については、一定の効果が出ていると

分析している。一方、発注者・受注者に対する「施

工パッケージ型積算方式の課題やデメリットは何か」

の問い（自由回答）には、図のように「歩掛廃止に

よる影響」や「実勢価格との乖離」の意見が多く出

された。 

 

図 課題やデメリットに対する意見等 

４．運用における課題解決の検討 

アンケートで出された「歩掛廃止による影響」に

ついては、施工パッケージ導入において避けられな

い課題ではあるが、適用条件区分の拡大や、材料ロ

ス率の明示等について検討中である。また「実勢価

格との乖離」については、受発注者間の合意単価の

分布等をモニタリングする手法について検討を進め

ている。 

５．まとめ 

施工パッケージ型積算方式の試行開始から3年が

経過した。当面は本方式の積算基準や標準単価の更

新を行うとともに、課題に対する改良を進め、内容

の充実を図って行いたいと考えている。 

☞施工パッケージ型積算方式に関する詳細情報は下

記の国総研HPを参照のこと。 

http://www.nilim.go.jp/lab/pbg/theme/theme2/theme_se
kop.htm 
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１．はじめに 

国土交通省では、現場生産性の向上を目的として

ICT技術等を活用した情報化施工の取り組み等を進

めている。 

こうした中、監督・検査についても効率化が求め

られており、受発注者以外の第三者が施工プロセス

全体を通じて契約図書との適合状況を確認し、その

結果を監督・検査に活用して効率化を図る取り組み

を試行的に実施しているところであるが、第三者の

独立性や責任範囲など必ずしも明確になっていない。 

このため、本研究では監督・検査業務の外部委託

を積極的に行っている米国の監督・検査体制の現状

について調査を行った。 

２．米国における監督・検査業務の現状 

米国における監督・検査はCEI（Construction 

Engineering &Inspection）との名称で実施されてお

り、一部の州政府等においては品質向上などを目的

として、従来、発注者が担ってきた技術的役割の一

部について外部委託が積極的に進められている。 

 

図１ CEI業務の外部委託状況 

３．フロリダ州交通局の例 

フロリダ州交通局（FDOT：Florida Department of 

Transportation）の年度予算は約$100億であり、

（2015年度1兆2,000億円）米国50州の中でも大きな

規模であり、民間活力の活用に積極的な州の一つで

ある。（図１）CEI業務の外部委託は、1980年代中盤

に始まり、現在85％程度を外部委託し（表１）、イ

ンハウスエンジニアでの実施は15％程度となってい

る。FDOTの方針では将来的にCEI業務の100％を外部

委託することを目指している。 

表１ FDOT技術業務の外部委託状況 

技術業務 外部委託比率 
計  画 74％ 

詳 細 設 計 84％ 
仕 様 策 定 84％ 

C E I 85％ 

FDOTにおける工事の監督・検査に関わる現場レベ

ルの責任者は、レジデントエンジニア（Resident 

Engineer。国交省の出張所長に相当）であり、プロ

ジェクト管理者（Project Administrator）がこれを

補佐する。 

FDOTでは、これら職員が実施していたレジデント

エンジニア、プロジェクト管理者といった役割まで

もコンサルタントに委託して事業の管理を行ってい

るが、全ての役割や権限をコンサルタントに委託し

ているわけではなく、設計（工期・金額）変更や紛

争（conflict）に関する主要な部分については、FDOT

が責任を負っている。 

４．まとめ 

今後は、米国における先進的な取り組みを参考に

しつつ、文化・慣習や関係する法制度の違い等も踏

まえ、我が国における適用の可能性、ならびに時代

に見合った監督・検査体制のあり方について検討を

進める。 
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